
進
財
団
　
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
０
１

２
０
―
４
４
５
―
４
４
５

財
務
省
前
橋
財
務
事
務
所
で

は
、
多
額
の
借
入
に
悩
ん
で
い
る

方
の
相
談
窓
口
を
開
設
し
て
い
ま

す
。
相
談
は
無
料
で
、
相
談
後
に

は
必
要
に
応
じ
て
法
律
の
専
門
家

を
紹
介
し
て
い
ま
す
。
一
人
で
悩

ま
ず
、
ま
ず
は
お
電
話
を
。

▼
多
重
債
務
相
談
窓
口

1
０
２

７
―
２
２
１
―
４
４
９
５
（
直
通

電
話
）

▼
受
付
時
間

①
８
時
30
分
〜
12

時
15
分
、
②
13
時
〜
16
時
30
分

（
※
土
日
祝
祭
日
除
く
）

家
庭
緑
化
推
進
、
庭
づ
く
り
の

参
考
の
た
め
の
緑
化
講
座
を
開
催
。

「
庭
木
の
整
枝
・
せ
ん
定
」
を

テ
ー
マ
に
、
庭
木
の
整
枝
・
せ
ん

定
に
つ
い
て
の
正
し
い
知
識
や
手

入
れ
の
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
学
び

ま
す
。

▼
日
時

10
月
23
日
（
木
）

午

後
１
時
30
分
〜
午
後
３
時
30
分
ま
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司
法
書
士
に
よ
る
無
料
相
談
会

を
実
施
し
ま
す
。

▼
日
時

10
月
４
日
（
土
）
午
前

10
時
〜
午
後
３
時

▼
場
所

沼
田
グ
リ
ー
ン
ベ
ル
21

１
階
（
特
設
会
場
）

▼
内
容

登
記
・
法
律
・
相
続
・

債
務
整
理
等
の
相
談

▼
相
談
員

群
馬
司
法
書
士
会
沼

田
支
部

▼
問
い
合
わ
せ

群
馬
司
法
書
士

沼
田
支
部
　
1
２
４
―
１
０
８
４

金
銭
や
土
地
建
物
な
ど
の
民
事

上
の
紛
争
、
相
続
な
ど
家
庭
内
の

問
題
で
お
困
り
の
方
は
、
お
気
軽

に
お
出
か
け
く
だ
さ
い
。
裁
判
所

調
停
員
が
相
談
に
応
じ
ま
す
。

相
談
は
無
料
、
秘
密
は
厳
守
さ

れ
ま
す
。

▼
日
時

10
月
21
日(

火)

午
前

９
時
30
分
〜
午
後
３
時
30
分

▼
場
所

前
橋
地
方
裁
判
所
沼
田

支
部

▼
問
い
合
わ
せ

前
橋
地
方
裁
判

所
沼
田
支
部
　
1
０
２
７
８
―

２
２
―
２
７
０
９

毎
年
６
千
人
の
方
が
、
突
然
、

白
血
病
な
ど
の
血
液
難
病
に
か
か

っ
て
い
ま
す
。
も
し
、
骨
髄
移
植

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
多

く
の
命
が
助
か
り
ま
す
。
そ
の
た

め
に
は
、
数
百
人
か
ら
数
万
人
に

一
人
の
確
立
と
言
わ
れ
る
白
血
球

の
型
が
一
致
す
る
骨
髄
提
供
者
（
ド

ナ
ー
）
が
必
要
で
す
。
た
く
さ
ん

の
命
が
生
き
る
チ
ャ
ン
ス
を
待
っ

て
い
ま
す
。
骨
髄
バ
ン
ク
の
ド
ナ

ー
登
録
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

▼
登
録
で
き
る
人

20
歳
か
ら
50

歳
ま
で
の
健
康
な
方

▼
登
録
方
法

腕
か
ら
の
10
cc
程

度
の
採
血
（
※
費
用
は
か
か
り
ま

せ
ん
）

▼
問
い
合
わ
せ

�
骨
髄
移
植
推

くらしの
情　報
広く村民の皆さんに呼びか
けたいことがありまし
たら、このページを
ご利用ください。

▼
お
知
ら
せ

司
法
書
士
に
よ
る

無
料
相
談
会
を
実
施

◆
群
馬
司
法
書
士
会
沼
田
支
部

無
料
調
停
相
談
会
を
実
施

◆
沼
田
市
調
停
協
会

おまわりさんからのお知らせ

毎月16日は「県民防犯の日」
村では、自動車の盗難、空き巣、車上荒らしなど

が多発しています。

秋の運動会やお祭りのシーズンを迎えるこれから、

次のような防犯対策を心がけ、被害に遭わないよう

注意しましょう。

①家は戸締まりを必ずしましょう

②駐車時、車のカギを付けっぱなしにしない。ドア

はしっかりロックしておきましょう。

③車内には貴重品を置かないようにしましょう。

９月21日（日）から30日までの一週間、「秋の交

通安全運動」を実施します。

交通事故は決して人ごとではありません。この機

会に、あたらためて、交通ルールやマナーを再確認

して、交通事故を起こさない、遭わないよう、ドラ

イバーの皆さんは交安全運転に、歩行者の皆さんは

十分な安全確認に務めましょう。

ご
協
力
く
だ
さ
い

骨
髄
バ
ン
ク
の
ド
ナ
ー
登
録

◆
�
骨
髄
移
植
推
進
財
団

無
料
多
重
債
務
相
談
窓
口

の
ご
案
内

◆
財
務
省
前
橋
財
務
事
務
所

出
張
緑
化
講
座
を
開
催

◆
県
緑
化
セ
ン
タ
ー

▼
催
し
も
の

▲

▲ 「秋の交通安全運動」を実施

▲

▲



そうだんがいど

家庭内や隣近所のもめごとなど
でお悩みの人は、ご相談ください。
村人権擁護委員が相談に応じます。
◆日時：10月７日（火）、午後１
時30分～４時、◆会場：役場会
議室

高血圧や糖尿病などでお悩みの
人は、ご相談ください。役場保健
師が相談を受けます。◆日時：９
月30日（火）、午後１時～４時、
◆場所：村保健センター1２４－
５１４２

「眠れない」、「イライラして落
ち着かない」など、心に悩みを持
つ人はご相談ください。専門家が
相談に応じます。◆日時：10月
３日（金）、午後１時30分～（事
前に電話予約を）、◆会場：沼田
保健福祉事務所1２３－２１８５

パートナーからの暴力やさまざ
まな悩みを持っている女性の相談
や支援を行います。◆日時：平日
午前９時～午後８時、土日祝日午
後１時～５時、◆相談専用電話1

０２７－２３１－４４８８

国民健康保険税４期、下水道使
用料３期、保育料９月分、学校給
食費９月分は、９月30日（火）
が納期です。完納にご協力くださ
い。

今・月・の・納・期

特設人権相談所

健康相談

こころの相談

女性相談センター
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わが村の人口

人　口　7,807人　(－１)
男　　3,872人　(－３)
女　　3,935人　(＋２)

世帯数　2,277世帯(－３)
※（ ）内は前月比

９月１日現在（住民基本台帳人口）

村の面積 64.17 平方キロメートル

で
（
雨
天
決
行
）

▼
場
所

利
根
沼
田
県
民
局
１
階

101
会
議
室

▼
募
集
期
間

10
月
１
日
（
水
）

よ
り
（
応
募
者
が
50
人
に
な
り
次

第
締
め
切
り
）

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

県

緑
化
セ
ン
タ
ー
　
1
０
２
７
６
―

８
８
―
７
１
８
８

２
等
陸
・
海
・
空
士

▼
受
験
資
格

18
歳
以
上
27
歳
未

満
の
男
性

▼
受
付
期
間

随
時

▼
試
験
日
・
場
所

受
付
時
に
お

知
ら
せ
し
ま
す

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

自

衛
隊
沼
田
地
域
事
務
所
　
1
０
２

７
８
―
２
３
―
４
１
１
１

８
月
届
出
分

う
ぶ
ご
え

追
　
分
　
竹た

け

吉よ
し

仁に

那な

ち
ゃ
ん

さ
ん
の
子
７
月
25
日
生

中
野
下
　
星ほ

し

野の

瑛え
い

太た

く
ん

さ
ん
の
子
７
月
27
日
生

藤
　
井
　
小お

野の

里ざ
と

悠ゆ

月づ
き

く
ん

さ
ん
の
子
７
月
30
日
生

追
　
分
　
岡お

か

田だ

大た
い

洋よ
う

く
ん

さ
ん
の
子
８
月
４
日
生

根
　
岸
　
綿わ

た

貫ぬ
き

絆ば
ん

人じ

く
ん

さ
ん
の
子
８
月
12
日
生

根
　
岸
　
儘ま

ま

田だ

悠ゆ
う

く
ん

さ
ん
の
子
８
月
13
日
生

□
お
誕
生
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

■
ご
め
い
福
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。

お
く
や
み

喜
　
徳
梓

行
　
芳

い
づ
美

恭
　
克

詠
　
子

勝
　
哉

貴
　
恵

毅
か
お
里

永
憲
　
子
　

森
下
上
　
小
泉
　
り
つ
さ
ん

90
歳
　
８
月
７
日
没

中
嶋
好
太
郎
さ
ん

74
歳
　
８
月
９
日
没

滝
久
保
　
　
木
　
　
男
さ
ん

69
歳
　
８
月
15
日
没

橡
久
保

南
　
部

▼
募
　
集

自
衛
隊
員
を
募
集

◆
自
衛
隊
沼
田
地
域
事
務
所

国
民
年
金
は
、
加
入
者
（
被
保

険
者
）
が
就
職
し
た
と
き
や
退
職

し
た
と
き
な
ど
、
次
の
よ
う
な
機

会
ご
と
に
届
け
出
が
必
要
で
す
。

第
１
号
被
保
険
者
（
自
営
業
者

や
学
生
な
ど
）
▼
厚
生
年
金
や
共

済
組
合
に
加
入
し
た
と
き
…
勤
務

す
る
事
業
所
が
社
会
保
険
事
務
所

へ
届
け
出
　
▼
結
婚
な
ど
で
、
第

３
号
被
保
険
者
と
な
っ
た
と
き
…

配
偶
者
の
勤
務
す
る
事
業
所
へ
提

出
、
事
業
所
が
社
会
保
険
事
務
所

へ
届
け
出

第
２
号
被
保
険
者
（
会
社
員
や

公
務
員
な
ど
）
▼
退
職
し
た
と
き

…
本
人
が
市
町
村
国
民
年
金
担
当

係
へ
届
け
出
　
▼
退
職
し
て
、
第

３
号
被
保
険
者
と
な
っ
た
と
き
…

配
偶
者
の
勤
務
す
る
事
業
所
へ
提

出
、
事
業
所
が
社
会
保
険
事
務
所

へ
届
け
出

第
３
号
被
保
険
者
（
第
２
号
被

保
険
者
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
配
偶

者
）
▼
就
職
し
て
厚
生
年
金
や
共

済
組
合
に
加
入
し
た
と
き
…
勤
務

す
る
事
業
所
が
社
会
保
険
事
務
所

へ
届
け
出
　
▼
収
入
増
、
配
偶
者

の
退
職
、
離
婚
な
ど
で
、
第
３
号

被
保
険
者
で
な
く
な
っ
た
と
き
…

本
人
が
市
町
村
国
民
年
金
担
当
係

へ
届
け
出

必
要
な
届
け
出
を
忘
れ
て
そ
の

ま
ま
に
し
て
お
く
と
、
将
来
年
金

が
受
け
ら
れ
な
く
な
っ
た
り
減
額

さ
れ
た
り
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す

の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

詳
し
い
お
問
い
合
わ
せ
は
、
渋

川
社
会
保
険
事
務
所
　
1
０
２
７

９
―
２
２
―
１
６
０
７
ま
で
。

こ
ん
な
と
き
に
は

届
け
出
が
必
要
で
す

※
掲
載
を
希
望
さ
れ
な
い
方
は
、

届
出
の
際
に
申
し
出
て
く
だ

さ
い
。


